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【コンサルティング業務】             【アウトソーシング業務】 

・就業規則、給与規程等の作成、運用サポート     ・社会保険に関する事務手続きおよび提出代行 

・人事、給与、退職金制度の構築           ・労働保険に関する事務手続きおよび提出代行 

・募集、採用、教育、評価システムの設計       ・給与計算業務 

・個別労使紛争（労使間トラブル）の解決支援     ・各種助成金、奨励金申請 

・労働基準監督署による是正勧告対応         ・経営者、一人親方の労災保険加入             

業務案内 
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新・人事マネジメント戦略 

 

 
労働者災害補償保険法改正！ 
～複数事業就業の労働者への保険給付が変わります～ 

 

 

田中社会保険労務士事務所 代表 

特定社会保険労務士 田中 洋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

今までは、複数の会社で就業している場合（副業・兼業）でも、被災した会社での賃

金額のみを基礎として保険給付が行われてきましたが、「働き方改革」で多様な働き方

が増え、またパートやアルバイトを複数掛け持ちしている労働者について、一つの会社

のみの賃金額を基礎とした保険給付では、充分な補償となり得ないことから、副業・兼

業等をしている労働者（以下、複数事業労働者）が安心して働くことができるような環

境を整備するため、労働者災害補償保険法が改正となりました。 

 

なお、副業・兼業が容認されているといっても、何で

も OK という訳ではありません。現在でも就業規則で原

則禁止となっている場合は懲戒処分の対象となりますし、

副業・兼業をする場合、以下のような義務が「副業・兼

業の促進に関するガイドライン」で示されています。 

 

◯使用者には安全配慮義務 

 使用者は労働者に対して、生命・身体等の安全を確保しつつ労働することが出来る

よう必要な配慮をすることが義務となっています。これは複数事業労働者について

も同様です。このため、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には副

業・兼業を禁止または制限することが出来ます。 

 

労務問題 その決断の前にご相談ください www.sr-tanakaoffice.com 
  

どうして改正になったの…！？ 

 

従来、副業・兼業は原則禁止となっていましたが、多様な働き方が提唱され、

また労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは自由であるといっ

た裁判例から、副業・兼業について柔軟な対応が求められるようになり、厚生

労働省のモデル就業規則でも、原則禁止 → 原則容認へ内容が変更となりまし

た。また今般の新型コロナウイルスの影響により、企業が休業させている社員

へ副業・兼業を勧めるといった動きも出てきています。 

労働者災害補償保険法では、複数の事業で働いている（副業・兼業）をして

いる場合でも、被災事業場での賃金額のみを基礎として保険給付を行ってきま

した。これが 9 月から改正となりました。 

今月は労働者災害補償保険法の改正を特集します！ 
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◯労働者には秘密保持義務 

 労働者は使用者の業務上の秘密を守る義務があります。使用者は業務上の秘密とな

る情報の範囲や秘密を漏洩しないことについて注意喚起をし、漏洩する場合は副

業・兼業を禁止または制限することが出来ます。 

 

◯使用者・労働者ともに競業避止義務 

 労働者は在職中、使用者と競業する業務を行わない義務

があります。使用者は労働者が他の使用者に対しての競

業避止義務違反となっていないかどうかを確認する必要

があります。競業により、自社の正当な利益を害する場

合は副業・兼業を禁止または制限することが出来ます。 

 

◯労働者には誠実義務 

 労働者は使用者の名誉・信用を毀損しないよう誠実に行動することが要請されます。

このため、自社の名誉や信用を損なう行為等がある場合は副業・兼業を禁止または

制限することが出来ます。 

 

 副業・兼業の禁止又は制限を行う場合は、必ず就業規則に明記することが必要です。 

 

 

 

 今回の労働者災害補償保険法の改正ポイントは、 

 

1. 複数事業労働者（またはその遺族等）への保険給付額は、全て

の就業先の賃金額を合算した額を基礎とすること 

 

2. 特別加入者も対象とすること（労働者として働きつつ特別加入

している場合や複数の事業場で特別加入している場合） 

 

3. 複数の会社等での労働時間やストレスなど（業務上の負荷）を

総合的に評価して労災認定の判断を行うこと 

 

以上となっており、もともと 1 つの会社でのみ就業して

いる労働者の場合は、特に今回の改正の影響はありません。 

それでは、1 つ 1 つ確認していきましょう。 

 

 

 

 被災した時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約がある場合（つまり、

同一の事業主の場合は複数事業場で働いていたとしても、該当しません。）、それぞれの

事業場で支払われている賃金額を合算し、その合算額を基礎として給付基礎日額が決定

となります。業務災害、通勤災害、複数業務要因災害（後述します）でも同様です。ま

た、特別支給金についても同じく合算額が適用されます。 

働き方改革関連法への対応策  ご相談受付中 www.sr-tanakaoffice.com 
 

改正のポイント…？！ 

 

全ての就業先の賃金額を合算 



- 3 - 

 

 

特別加入とは、通常労災の適用されない、代表取締役や取締役が労災保険に特別に加

入することができる制度です（中小事業主等一定の要件有り）。A 社で労働者として働

きながら、別の会社で役員となり特別加入していたり、農業の傍ら大工などを行ってい

る場合でそれぞれ特別加入をしている方が該当するため、1 つ会社でのみ特別加入して

いる（そのほかで働いていない）場合は、これに該当せず、従来通り加入時（更新時）

に選択した給付基礎日額を基に保険給付額が算定されます。 

 

 

 

今までは、被災した事業場のみで業務上の負荷を評価、労災認定を判断していました

が、改正により、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定判断を行

うことになりました。これを「複数業務要因災害」といい、新しい支給事由（労災保険

給付の種類が増える）となります。  

  

 従来                  改正後 

 

 

 

 

 

複数事業要因災害となった場合、もともとそれぞれの事業場で評価した場合には労災

認定されないため、いずれの事業場も労働基準法上の災害補償責任は負いません。 

また、複数事業労働者が被災した 1 つの事業場のみの業務上の負荷を評価して労災

認定の判断ができる場合には、「業務災害」として保険給付がされます（複数業務要因

災害にはなりません）。この場合でも賃金額は全ての就業先の賃金額を合算しますので、

労働者に不利益となることはありません。 

なお、この複数業務要因災害の対象となる傷病等は、脳・心臓疾患・精神障害などと

なっています。 

 

 

 

改正にともない、業務災害用の様式が、業務災害用・複数業務要因災害用へ変更され

ました。ほかの就業先の有無を記載する欄が追加となり、複数事業労働者の場合、それ

ぞれの就業先について賃金等の記載が必要です。未記入の場合は、複数事業労働者とし

てみなされません。 

提出先については、事業場を管轄する労働基準監督署が原則ですが、複数事業労働者

の場合は、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかへの提出となります。 

また、今回の改正ではメリット制（労災事故が多いと保険料率があがり、少ないと保

険料率が下がる制度）には影響しません。 

※メリット制に影響するのは、「業務災害」が発生した場合のみとなります。 

  

返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中 www.sr-tanakaoffice.com 
 

特別加入者も対象 

複数の会社等の業務上の負荷を総合的に評価 

・業務災害に関する保険給付 

・通勤災害に関する保険給付 

・二次健康診断等給付 

・業務災害に関する保険給付 

・通勤災害に関する保険給付 

・二次健康診断等給付 

・複数事業要因災害に関する保険給付 

その他の改正点…？！ 
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● 令和 2 年 10 月 1 日以降退職者に適用 

 退職理由が「自己都合退職」だった場合、7 日間の待機期間にプラス給付制限期間が 3

ヵ月あり、すぐに失業手当（基本手当）が受給されません。この制度自体に変更はありま

せんが、10 月 1 日以降の退職の場合、「自己都合退職」だった場合でも、5 年間のうち

2 回までは給付制限期間が 2 ヵ月と短縮されます。（9 月 30 日までに「自己都合退職」

した場合は 3 ヵ月のままです）また、自己の責に帰すべき重大な理由で退職した場合、

この短縮対象とはならず、これまでどおり 3 ヵ月の給付制限となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇等の場合は 7 日間の待機期間のみで、その後失業手当はすぐに受給することが出

来ます。また、現在は新型コロナウイルスの影響で離職を余儀なくされた場合の一部の退

職者には 30～60 日の給付日数特例延長や、持病や妊娠中・高齢を理由に感染拡大防止

の観点から自己都合退職した場合に、給付制限なく失業手当が受給出来る特定受給資格者

とすることが出来る特例措置が設けられています（申立書等が必要です）。

 田中社会保険労務士事務所相談室 

自己都合退職での給付制限が短縮…！？ 

 

退職の際、自己都合で退職した場合、すぐに失業手当が受けられないと聞きました

が、それが短縮されるのでしょうか？ 社員から質問があったので、詳しく教えて下

さい。 

相談室では、皆様からのご質問・取り上げて欲しい記事のリクエストを募集しています。  
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★雇用調整助成金の特例等を延長！｜厚生労働

省 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、特例

として要件の緩和、日額の引き上げがされている

雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金も含む）、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、小学

校休業等助成金、母性健康管理措置による休暇取

得支援助成金について、12 月 31 日まで対象期間

が延長となっています。 

 来年 1月以降については、雇用調整助成金の特

例措置等は段階的に縮小予定となっています。 

 

 

★1 月～8 月休廃業・解散企業は 35,816 件！｜

東京商工リサーチ 

  東京商工リサーチが 2020 年 1～8 月に全国で

休廃業・解散した企業の速報値を公表。件数は

35,816 件で前年同期比 23.9％増。 

このままのペースが続くと年間過去最多を上

回る可能性もあるとのことです（過去最多は

2018 年 46,724 件）。 

産業別でみると、サービス業他が 11,144 件で

トップ。次いで建設業が6,327件、小売業が4,511

件、製造業が 3,848 件。飲食業は前年同期比

13.4％増の 1,221 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■編集後記 
 安倍首相が辞任し、菅義偉首相が第 99 代の首
相に就任しました。安倍首相の在任期間は歴代最
長だったわけですが、この間、特に「働き方改革」
については、ブラック企業やサービス残業などの
ワードの他、某ドリンク剤の「24 時間働けます
か～♪」を「3～4時間戦えますか？」に変え（歌
詞も「24 時間戦うのはしんどい」に変更）して
しまうほどのインパクトを与えました。また、最
低賃金額が大幅に引き上がったのも特徴的でし
た。 
菅首相は新型コロナ禍での就任となり、その対

応が注目されていますが、労使間に関わる改正が
どのように行われていくのかも確認していきた
いところです。 
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■10 月 12 日（月） 

9 月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の納付期限となります。 

 

■10 月の給与計算にご注意ください！ 

社会保険料を翌月給与から控除している場合、9月月額変更者、算定届による新しい標準報酬月 

額も今月から適用(変更)になりますので、ご注意下さい。 

 

■10 月 1 日(木)～10 月 7 日（水） 

令和 2年度 第 7１回 全国労働衛生週間 

「みなおして 職場の環境 からだの健康」 
 

 

2020 年 10 月の人事・総務カレンダー 


